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は じ め に

　建設業法の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者の保護と建設業の健全な発
達を促進することにあります。このため、同法では、建設業を営む者の資質の向上を図るた
めの建設業の許可制度や技術者制度、建設工事請負契約の適正化、建設工事紛争審査会の
設置、経営事項審査制度の確立、建設業者（団体）に対する指導監督等に関して定めています。
　このように建設業法は、建設業者に対する監督を行うだけでなく、むしろ積極的に指導
育成を推進し、建設業の健全な発達を促進することにより、不良・不適格業者を排除し、適
正な競争環境や技術力のある優良な企業が活躍できる環境を整備するための基本法とい
うべきものです。
　当機構では、建設業法等で定められた各種のルール全般について、その趣旨を解説する
ため、平成 6年 8月に本書を発行しました。
　その後、建設業法に関連する法令やガイドライン等の改正などによる制度の見直しを反
映した改訂版を逐次発行し、最新の制度の紹介や守るべきルールの普及等に努めてきました。
　建設業においては、令和 6年 ４月から時間外労働時間に対して罰則付き上限規制が適用
されており、現場の働き方改革や工期の適正化、生産性向上などにより一層積極的に取り
組まなければならないとともに、建設業就業者の処遇改善に努めていくことが求められて
います。
　こうした状況を踏まえ、令和 6年の通常国会において、建設業法、公共工事入札契約適正
化法及び公共工事品質確保法の改正が行われました。これは、「第三次・担い手 ３ 法」とい
うべきものであり、今後、この新たな法制度のもと、労働者の処遇改善に向けた賃金原資の
確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、
働き方改革や現場の生産性向上が進められていくこととなります。
　建設産業が将来にわたって発展を続けていくためには、建設産業に携わる皆様方が改正
建設業法に基づき適正な取引に努めていただくことはもとより、「働き方改革」を進め、生
産性の向上を図り、建設産業の魅力をより高めていき、担い手の確保・育成へとつなげて
いくことが不可欠となってまいります。各企業において建設業法の改正や関係政省令、通
達なども含めて一体的な理解のもとでの適正なルールの遵守に役立てていただけるよう、
今般、最新の情報を盛り込んだ改訂12版を発行することといたしましたので、広くご活用
いただきますようにお願いします。
　なお、当機構の講習会では、本書の説明とともに、時宜に応じた政府の要請等の内容も含
めて、お伝えすることができます。当機構が主催する講習会に参加いただくことや、お求め
に応じて、講師を派遣することもできますので、当機構に御相談いただければ幸いです。

　令和 7年 2月
公益財団法人　建設業適正取引推進機構　理事長　長谷川　新
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のですか。� 3
Ｑ 2　「営業所」とは何ですか。� 3
Ｑ 3　大きな工事を受注しても、小分けにして下
請に出して、下請一社ごとの金額をそれぞれ一
定額未満にすれば、特定建設業の許可は必要な
いのですか。� 4
Ｑ 4　下請負人が再下請負人に対して、一定額以
上を再下請に出す場合は、特定建設業の許可が
必要ですか。� 4
Ｑ 5　発注者は、一般建設業者に対して、どんな
大きな金額の工事を発注してもいいのですか。� 6
Ｑ ６　暴力団対策法で罰金刑を受けるのはどう
いう場合ですか。� １3

Ｑ ７　暴力団関係企業でも建設業の許可を取れ
るのでしょうか。� １4
Ｑ ８　下請負人でも帳簿に下請代金の支払状況
を記載したり、施工体制台帳の抜粋を添付する
必要がありますか。� １6

《Ⅱ　建設工事を受注するとき》
Ｑ ９　経営状況分析機関には、どのようなところ
がありますか。� ２２
Ｑ１0　経営事項審査の結果通知書については、ど
こで閲覧できるのですか。� ２5
Ｑ１１　経営事項審査は、毎年受ける必要がありま
すか。２年に一度では何か支障があるのでしょ
うか。� ２6

Ｑ１2　注文者が受注者に対して設けなければな
らない「見積期間」は、どのような工事でも同じ
ですか。� ２9

Ｑ１3　「自己の取引上の地位を不当に利用して」
とは、どういうことですか。� 3１
Ｑ１4　「通常必要と認められる原価」には何が含
まれますか。� 3１
Ｑ１5　「利益を害する」とは、どういうことですか。� 3２
Ｑ１６　令和 6 年 6 月に改正された建設業法にお
いては、上記のほかに、注文者に対してどのよ
うな義務が課されていますか。� 33

Ｑ１７　令和 6 年 6 月に改正された建設業法にお

ⅴ

020-目次（改訂12版　建設業法遵守の手引　1-1） .indd   5020-目次（改訂12版　建設業法遵守の手引　1-1） .indd   5 2025/01/29   10:46:062025/01/29   10:46:06



いては、上記のほかに、受注者に対してどのよ
うな義務が課されていますか。� 35
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Ｑ20　工事の独立した一部を下請負人に出し、資
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Ｑ21　「元請業者」と「元請負人」との違いは何で
すか。� 39
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得ておけばいいのですか。� 40

Ｑ23　下請負人を選ぶ際に、独占禁止法で禁止さ
れている不公正な取引方法にならないよう留
意する必要があるというのはどういうことで
すか。� 41
Ｑ24　令和 6 年 6 月に改正された建設業法にお
いては、上記のほかに、元請負人に対してどの
ような義務が課されますか。� 47

Ｑ25　特定建設業者は、代金をもらっていなくて
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払わなければならないのですか。� 49
Ｑ26　特定建設業者が、注文者から出来高払や竣�
工払を受けていて、さらに下請負人から引渡し
の申出を受けているときは、下請代金の支払は
いつになるのですか。� 50
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いて、上記のほかに、下請負人に対してどのよ
うな義務が課されていますか。� 53

《Ⅳ　建設工事を施工するとき》
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しなければならないのですか。� 61

Ｑ29　営業所技術者又は特定営業所技術者とし
て営業所に専任で配置されている者は、専任が
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求められる工事現場の技術者を兼ねることは
できないのですか。� 77

《Ⅴ　建設業法に違反すると…》
Ｑ30　建設業法により営業停止が行われた時に、
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れるのはどのような行為ですか。� 89

Ｑ31　公正取引委員会は、独占禁止法の不公正
な取引方法に当たると考えた場合、どんな手続
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